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○芸北農村環境改善センター設置及び管理条例 

平成17年２月１日 

条例第180号 

改正 平成26年12月19日条例第44号 

令和３年２月10日条例第10号 

芸北農村環境改善センター設置及び管理条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２の規定に基づ

き、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 農業経営及び農業生活の改善と合理化、農村在住者の健康増進、地域連帯

感の醸成を図り、農村の生活環境整備の推進に寄与するため、多目的利用施設と

して芸北農村環境改善センター（以下「環境改善センター」という。）を設置す

る。 

（名称及び位置） 

第３条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 芸北農村環境改善センター 

位置 北広島町川小田10075番地54 

（管理） 

第４条 環境改善センターは、その設置目的に応じて最も効率的に運営管理しなけ

ればならない。 

２ 環境改善センターに館長及び必要な職員を置く。 

（使用の許可） 

第５条 環境改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けるものとす

る。 

２ 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町

長の許可を受けるものとする。 

３ 町長は、前２項の許可をする場合において、環境改善センターの運営管理上必

要があるときは、その使用について条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第６条 町長は、環境改善センターを使用する者が、次の各号のいずれかに該当す

る場合には使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 施設、設備等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。 

(3) その他環境改善センターの管理上支障があるとき。 

（使用料） 
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第７条 第５条第１項の規定により、使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は、別表に定める使用料の額を前納しなければならない。ただし、町長が

必要と認めた場合は、使用後に納付することができる。町長が使用料を徴収する

ことが不適当と認めるときは、これを減免することができる。 

２ 町長が使用料を徴収することが不適当と認めるときは、これを減免することが

できる。 

（目的外使用の禁止） 

第８条 使用者は環境改善センターの使用許可を受けた目的以外に使用又はその一

部若しくは全部を転貸し、あるいは使用許可を譲渡してはならない。 

（特別施設の設置等） 

第９条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入し

ようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 

（使用許可の取消し等） 

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可条件を変更

し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。 

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 公益上又は環境改善センターの運営、管理上やむを得ない理由が生じたとき。 

（損害賠償） 

第11条 使用者が環境改善センターの施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失した

ときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得な

い理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。 

（運営審議会） 

第12条 環境改善センターの効率的な運営管理を図るため、町長の諮問機関として

芸北農村環境改善センター運営審議会（以下「運営審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱

する。 

(1) 農業関係者 

(2) 教育関係者 

(3) 各種団体代表者 

(4) 学識経験者 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第13条 運営審議会に委員の互選による委員長及び副委員長を置くものとする。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故があるとき又は欠けたときは、そ
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の職務を代理する。 

（招集及び会議） 

第14条 運営審議会は、委員長がこれを招集する。 

２ 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

（費用弁償） 

第15条 運営審議会の委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例（平成17年北広島町条例第34号）の定めるところにより報酬の支給

及び費用弁償をする。 

（委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関する必要

な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、芸北町農村環境改善センター設置及び管理条例（平

成３年芸北町条例第22号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成26年12月19日条例第44号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年２月10日条例第10号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

室名 基本料金（1時間） 冷暖房料（1時間） 移動観覧席（1回） 

多目的ホール 650円 410円 320円 

調理実習室 260円 180円 ― 

和室1号 110円 90円 ― 

和室2号 130円 90円 ― 

研修室（第2） 260円 180円 ― 

備考 

１ 町民以外の者の使用については、この表に掲げる金額の倍額とする。 

２ 利用時間４時間までは冷暖房料を徴収しないものとする。 

 


